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はじめに

　『自然災害大国』とも呼ばれる日本では、毎年のように各地で
台風や大雨、大雪、そして地震等による大きな被害が発生してい
ます。
　その被害は時に、公職の選挙の管理・執行にも大きな影響を及
ぼしてきました。特に、平成23年3月11日に発生した東日本大震
災では、一部の被災自治体で選挙人名簿や選挙関連機材の流失、
選挙人の居所不明、選挙事務人員の不足など様々な問題が発生し
たため、目の前に迫っていた同年4月の第17回統一地方選挙等は
延期が余儀なくされたことにより、選挙期日等を延期するための
臨時特例法が制定され執行されました。延期された選挙について
は、幸いにも他自治体からの職員派遣等のサポートがあり、すべ
て無事に執行を終えることができましたが、社会インフラの復旧
がままならない中での選挙管理・執行は非常に大きな困難を伴い
ました。
　また、平成28年4月に熊本県では大地震、6月には豪雨による
土砂災害が発生しました。これにより、7月10日投開票の第24回
参議院議員通常選挙では、一部の被災自治体で投票所数の削減、
他自治体での投票所設置などの緊急対応を余儀なくされるなど大
きな影響を受けました。
　こういった自然災害は日本中いつどこで発生しても不思議ではあ
りません。豪雨や台風、火山の噴火のようにある程度被害の予想
ができるものはもちろん、予測が難しい地震についても、各自治
体で選挙の管理・執行への影響を最小限に収めるための事前の
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準備や心構えが欠かせません。特に、地殻変動の活発化が指摘
されている南海トラフ地震などを想定した対策は不可欠だといえる
でしょう。

　しかし、地震をはじめとした自然災害の被害状況は、災害の規
模や発生した場所の地理的条件、天候や時間帯、自治体職員の
数など様々な条件によって、大きく異なります。また、選挙の管理・
執行に与える影響は、災害発生から選挙を行うべき期間までどの
くらい時間があるのかによっても異なりますし、ある災害で得た教
訓が、別の災害では必ずしも有効とは限らないということになりま
す。全自治体を対象とした標準化した画一的な選挙執行の「災害
対策マニュアル」は存在しえないのです。むしろ災害時には「マニュ
アル」にとらわれ過ぎることが、安全で適正な選挙の管理・執行
の妨げになることも考えられます。被災時の選挙管理事務に求め
られるのは、マニュアルではなく、選挙人の安全と法令の規定を
優先としつつ臨機応変になすべきことを的確に行う「柔軟性」です。
たとえば P.230で紹介する熊本県南阿蘇村では、豪雨による影
響を見越したうえで選挙管理委員会が投票所の数削減の方針を
迅速に打ち出したことが功を奏して、外部からのサポートを受けず
に安全かつ適正な選挙を執行することができました。
　では、その柔軟性を培うためには何が必要なのでしょうか。
　それは、各被災自治体の選挙管理委員会の実体験に基づく記
録から学ぶことに他なりません。彼らがどのような課題に直面し、
それをどのようにして克服したのかを学んでおくことが有力な危機
管理の一つとなるでしょう。その学んだ知識は「万が一」のときに、
皆さんの選挙の管理・執行事務にきっと役立つはずです。
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　本書では東日本大震災を始め、地震や台風、豪雨などの自然
災害の被害を受けながらも選挙の管理・執行事務を全うした各自
治体の選挙管理委員会職員、また、被災自治体での支援活動に
従事した外部自治体の選挙管理委員会職員による貴重な記録を多
数収録しています。ぜひ繰り返しお読みいただき、取り分け災害
非常時の選挙の管理・執行の備えに役立てていただければ幸甚です。

　2017年2月吉日

都道府県選挙管理委員会連合会�事務局長　清水 大資
一般社団法人�選挙制度実務研究会�代表理事　小島 勇人



6

目　次

第1章―1　 東日本大震災 　選挙事務支援実施までの経緯�・・・・ 9
1　人的支援実施までの経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�10
2　物的支援実施までの経緯�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�27

第1章―2　 東日本大震災 　選挙事務支援の実録�・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
1　人的支援の概要�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�32
2　物的支援の概要�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�47
〈CASE1〉�岩手県陸前高田市への支援�

（川崎市選挙管理委員会事務局）�・・・・・・・・・・・・・・�50
〈CASE2〉�宮城県気仙沼市への支援�

（東京都内区市選挙管理委員会�
�「チーム気仙沼」）�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�85

〈CASE3〉�福島県への支援�
（都道府県選挙管理委員会連合会）�・・・・・・・・�108

第1章―3　 東日本大震災 　 被災地における 
選挙事務支援の課題�・・・・・・・・・・・・・・ 151

第2章　新潟県中越沖地震：新潟県�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 157

1　新潟県選挙管理委員会の記録�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�158
2　柏崎市の記録�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�166



 

7

第3章　大型台風：鹿児島県�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 175

1　鹿児島県選挙管理委員会の記録�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�176
2　南大隅町選挙管理委員会の記録�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�183

第4章　大津波警報：青森県�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187

1　青森県おいらせ町の記録�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�188

第5章　熊本地震：熊本県�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199

1　熊本地震の概要�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�200
2　総務省による地震被災自治体訪問調査�・・・・・・・・・・・・・・・・・・�201
3　熊本県選挙管理委員会の記録�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�216
4　南阿蘇村選挙管理委員会の記録�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�230

第6章　関係資料�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 235





第1章―1
東日本大震災

選挙事務支援実施までの経緯



10

１．人的支援実施までの経緯

経緯１	 震災特例法の公布・施行	
～57団体（68選挙）の選挙期日が延期に

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響で第17回
統一地方選挙（同年3月24日告示、4月10日投開票）の執行が困
難であると総務大臣が指定する地方選挙について、その期日を延
期するための特例法が平成23年3月18日に成立、22日に公布・
施行された。これによって、統一地方選挙対象の60の選挙の期
日が平成23年9月22日まで延期できることになった。
　その後、震災特例法は統一地方選挙対象以外の選挙にも拡大
適用するための改正が平成23年5月20日に行われた。さらに同
年8月3日には、当初の延期期日では実施が困難として期限を同
年12月31日まで再延期する改正が行われ、結果として東日本大
震災の影響により計57団体の68の選挙で選挙期日が延期される
こととなった。なお、延期された選挙のうち最後に執行されたの
は同年11月20日執行の福島県議会議員選挙等であった。
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「震災特例法の制定経緯」
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「震災特例法により選挙期日が延期された団体」
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経緯２	 支援実施のための模索	
～総務省が支援スキーム（案）を提示

　一方、被災地以外の自治体では、予定通り4月10日に統一地
方選挙を執行した。東京都でもガソリン不足や計画停電が続く中、
都知事選挙を含む選挙が大過なく執行された。そこで、東京都選
挙管理委員会では、選挙期日が延期された被災地への支援方策
について事務局内で検討を行い、人的・物的支援の可能性につい
て都内区市町村の選挙管理委員会に対してアンケート調査を実施
し、併せて意見を募った。その結果、比較的人口規模の大きな都
内区市の選挙管理委員会を中心に、相当な支援が見込めることが
明らかになった。
　総務省選挙部においても、すでに被災自治体における選挙執行
上の支援ニーズの把握とともに支援体制の構築が進められており、
5月27日には総務省選挙部から、都道府県選挙管理委員会連合
会（会長：東京都）と指定都市選挙管理委員会連合会（横浜市）
に支援体制構築の打診がなされた。具体的には両会を通じた支
援体制、支援スキーム構築の提案で、次のようなスキーム案が提
示された。
　前述のとおり、すでに都内区市町村を対象にアンケートを実施
して物的支援の可能性について概ね把握していた東京都選挙管理
委員会では、都道府県選挙管理委員会連合会事務局や指定都市
選挙管理委員会連合会事務局と直ちに協議し、総務省提示のス
キームでの支援が可能であるとの合意に至った。
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総務省「市町村選挙管理委員会職員の派遣スキーム」
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経緯３	 支援第1号　岩手県陸前高田市からの支援要請	
～事前調査を経て川崎市選挙管理委員会が支援へ

　こうして、総務省と都道府県選挙管理委員会連合会、指定都市
選挙管理委員会連合会の3者が連携することにより全国規模で支
援体制を整えることが決定し、詳細の設定に入ろうとしていた平
成23年6月9日に、岩手県陸前高田市から総務省に支援要請が
届いた。陸前高田市選挙管理委員会では、岩手県知事選挙、岩
手県議会議員選挙、陸前高田市議会議員選挙の3つの選挙を同
年9月11日に同時執行する予定であるという。
　この要請を受けて、都道府県選挙管理委員会連合会と指定都
市選挙管理委員会連合会で協議した結果、東京都を含めた各都
道府県選挙管理委員会ではまだ支援の準備が整っていないことか
ら、この時点での支援は見送ることに決定。代わりに、すでに内
部調整を済ませて選挙事務への人的支援に強い意欲を表明してい
た川崎市選挙管理委員会に指定都市選挙管理委員会連合会を通
じて打診、同月14日には川崎市選挙管理委員会が陸前高田市へ
の支援を担当することが正式に決定した（川崎市の陸前高田市で
の支援報告は P.50を参照）。
　支援開始に先だち、東京都、横浜市、川崎市の各選挙管理委
員会は共同で事前調査を実施、6月16日、17日の日程で岩手県
庁、同県東京都支援事務所、陸前高田市等を訪問して現地状況
の把握や同市の選挙管理委員会職員との意見交換を行った。
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